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令和７年度川崎川上流湿地帯等の有機フッ素化合物調査業務 

仕様書 

 

１ 事業名 

  令和７年度川崎川上流湿地帯等の有機フッ素化合物調査業務 

 

２ 事業期間 

  委託業務履行期間 契約締結の日から令和８年３月 31 日まで 

 

３ 趣旨・目的 

  沖縄市北部の川崎川に流入する支流及びその支流の上流部にある湿地帯において、環境

省が定めた PFOS及び PFOAの暫定指針値を上回る PFOS等有機フッ素化合物が検出されてお

り、当該湿地帯の周辺には、複数の事業所が存在するが、PFOS 等有機フッ素化合物が暫定

指針値を超えて検出された原因については不明である。 

本業務は、当該湿地帯、周辺河川、周辺地下水（ボーリング掘削、地下水観測孔の設置、

地下水の採取）について、PFOS 等有機フッ素化合物等の水質調査等を行い、汚染状況等を

把握するとともに汚染源を検討するための基礎資料とすることを目的とする。 

 

４ 業務内容 

(1) 計画準備 

業務内容、業務実施体制、業務工程等を記載した業務計画書を作成する。 

(2) 既存調査結果の把握 

   既存調査結果を確認し、調査の趣旨、目的等の詳細について把握する。 

(3) 現地踏査 

沖縄市北部川崎川上流の湿地帯等調査予定箇所において現地踏査を行い、調査地一帯

の水の流れの状況を把握するとともに、ボーリング掘削・観測孔設置（予定）地点の状

況を把握する。なお、踏査に当たっては安全管理を徹底すること。 

(4) ボーリング掘削・地質分析、地下水観測孔の設置 

 湿地帯周辺２地点において、機械ボーリングを行い、ボーリングコアを採取・分析し、

柱状図・断面図を作成するとともに、地下水を採取するための観測孔を設置する。ボー

リング箇所・地下水観測孔設置数は各地点 1 カ所とする。地下水観測孔の有孔区間は、

ボーリング結果を踏まえて、県と協議し決定する。 

(5) 水質試料採取 

県と協議の上決定した調査地点 10 地点（地下水６地点（既存４、新設２）、湿地帯３

地点、周辺河川１地点）において採水を行う。なお、採水は１～２日で行い、雨天日は避

けるものとする。 

(6) 水質分析 

採取した水質試料について、別表の項目について水質分析を行う。 

測定方法について、有機フッ素化合物については「水質汚濁に係る人の健康の保護に

関する環境基準等の施行について（令和２年５月 28 日 環水大水発第 2005281 号 環水

大土発第 2005282 号 環境省水・大気環境局長通知）」に定める測定方法に従うものと

し、その他の項目も各公定法に従うものとする。 

(7) 土壌分析 

県と協議の上決定した調査地点等（23 サンプル）について、土壌を採取し、別表の項

目について土壌分析を行う。 

測定方法は、「土壌中の PFOS 、PFOA 及び P FHxS の暫定測定方法について（令和５

年７月 31 日付け環境省水・大気環境局環境管理課事務連絡）」に従うものとする。 
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(8) 調査結果の考察、検討 

ア 水質分析結果から以下の解析を行う。 

①有機フッ素化合物について 

試料中の組成比や、分布域などの特徴について考察する。 

②主要イオン濃度について 

水質分析試料の主要イオン濃度からヘキサダイヤグラム、トリリニアダイヤグラ

ム等を作成し、その水質分類や分布域などの特徴について考察する。 

③過去の調査結果との比較について 

過去の調査結果との比較を行い、経年的変化等について検討する。 

  イ 土壌調査結果から、調査地点周辺の有機フッ素化合物の深度方向の分布等について

考察する。 

ウ ボーリング調査（地質分析）、ア、イで行った考察を踏まえ、有機フッ素化合物の汚

染状況、供給源(方向)や流出経路等について検討する。 

 (9) 対策工の概略検討 

本事案に適用可能な PFOS 等の濃度低減・拡散防止のための対策方法について、費用、

効果、対策の実施に係る課題等の観点から比較検討を行う。 

(10) 調査報告書作成 

調査結果をとりまとめ、報告書を作成する。 

 

５ 一括再委託の禁止等 

  契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができない。

また、業務全体の統括、管理など本契約の主たる部分についてはその履行を第三者に委任

し、又は請け負わせることができないものとする。契約の一部を第三者に委任し、又は請

け負わせようとするときは、あらかじめ書面による沖縄県の承認を得なければならない。

ただし、報告書や資料の印刷、製本といった軽微な業務については、この限りではない。 

 

６ 打合せ・協議 

  原則、着手時、中間時、納品時の計３回の打合せ・協議を行う。なお、打合せ方式は、

発注者・受託者双方の合意の上で、対面形式あるいは Web 会議形式のいずれかを選択する

ことが出来る。 

 

７ 成果物 

 (1) Ａ４版報告書２部（※長期の使用に耐えうる装丁を行うこと） 

 (2) 報告書の電子データを収納した電子媒体(CD-R 等)１部 

 

８ 著作権等の扱い 

(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商標化権、意匠権及び所有権(以下「著

作権等」という。)は、沖縄県が保有するものとする。 

(2) 成果物に含まれる請負者または第三者が権利を有する著作物等(以下「著作物」という。)

の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 

(3) 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使

用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。 

 

９ その他 

(1) 請負者は、本業務の遂行上知り得た事項について、第三者に漏らしてはならない。 
(2) 請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、ま

たは本仕様書に記載のない細部については、沖縄県担当者と速やかに協議しその指示に

従うこと。 


